
「今月に入って１回も会計事務所から連絡の無い経営者の方へ」 

 

 「創業以来 な ん と な く 」  「 年 に 一 回の決算のた め 」  「 何 か あ っ た と き の ため 」 な ど

の 理 由 で 、 毎 月 の顧 問料 を 支払 っ て い る の な ら 、経費の無駄遣い と 言 わ れ て も 仕

方あ り ません 。 

 税理士業界で は 、 平 成 １ ３ 年 ４ 月 の 規制 緩 和 で 「 法 人 化 」 が 認 め ら れ ま し た 。 こ れ

に 伴 な い 、 会 計 事 務 所 の 規 模 も 個 人 か ら 組 織 へ と 変 革 し つ つ あ り ま す 。 こ れ か ら

は 、 組 織 力 を 活 か し た 幅 の 広 い 業 務 サ ポ ー ト で 、関与先様のバックアップを し

ていくことが、税理士業界には求められているのです 。 

組 織 力 を 活 か し た税理士法人 であれば、限られた予算でも様々なサポートを受けることが

可能 ですので 、主な項目だけで も１度チェック され る こ と を 、 お勧め します 。 
 

 
 ↓「いいえ」の項目に レ して下さい。 

 □ 確実に毎月、巡回に来て会計の指導と監査をしてくれる。 

 □ 毎月の巡回時に、税務会計以外の相談にも対応してくれる。 

 □ 毎月、前月分の業績速報（試算表）の報告があり、その場で解説もしてくれる。 

 □ 同業他社の全国平均データに基づいたアドバイスや、比較検討をしてくれる。 

 □ 事業の健全な発展につながる税理士法上の書面添付制度について、積極的に取り組んでくれる。 

   （書面添付申告を提出した企業への調査は税理士の意見を聞かないとできない法律制度であり、金融機関も信頼している） 

 □ 決算の事前打合せを行い、納税額を早い時期に知らせてくれる。また、次期計画について助言がある。 

 □ 税務調査の際は、真剣に防衛してくれる。 

 □ 労災、就業規則、不良債権、増資、法人設立登記等の手続きや、相談にのってくれる。 

 □ 提携の金融機関が多く、金融問題など常にバックアップしてもらえる。 

 □ 定期的にセミナーや交流会を開催しており、企業間コーディネーターに営業支援についての相談もできる。 

       上記チェックの中で、

ノー

No の項目が見つかった場合はこちらまで！ 

          創業から５５年間、関与先の健全性支援で実績のある税理士法人へ 

 

切取らずに送ってください 

FAXで ０６－６５３８－０８９６ ２４ 時間受付中！ 
御社名                    代表者もしくは御担当者 

所在地 〒   － 

ＴＥＬ                     ＦＡＸ 

レ欄（複数可）            □ 無料相談を希望    □ 無料ニュース購読を希望 
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